
食物アレルギーに対する学校医・学校からの相談窓口
	【相談事項】

	【相談内容】


医療機関・学校名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
役職・職種（　　　　　　　　　　　）　氏名（　　　　　　　　　　　　）
＊　相談内容について、学校生活管理指導表（食物アレルギー疾患）小委員会委員が回答を協議・検討しますので、回答まで2週間ほどお時間をいただくこともあります。予めご了承ください。

また、当相談窓口は、医療機関・学校の食物アレルギー疾患対応を側面から「支援」するものです。最終的な判断は、相談窓口のアドバイスなどを参考に 相談者の責任で行ってください。
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